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１ はじめに 

 教育現場では近年、教職員の急速な世代交代が進んでいます。同和教

育に熱心に取り組んできたベテラン教職員の多くが定年退職を迎えてお

り、人権教育を進めるにあたっても、これまでの取組

を若い世代の教職員に受け継ぐことが課題となってい

ます。 

 それでは、これからに受け継ぐべきこれまでの取組

とは何なのでしょうか。 

平成 30年３月に県教育委員会が発行した「人権教育

ガイドライン」には、人権教育の重要な柱としてこれ

までの取組を通じて確かめられてきた成果やこれから

も継承していくべき理念が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

これらの「同和教育の理念や成果」は、すでに教育の普遍的な視点と

して認知され、広く学校に浸透していると言えます。しかし、その一方

で、これらを具現化した実践に触れることがなければ、実感を伴った理

解にはつながりません。 

 

教育課題が多様化・複雑化する今、これらの視点を取組に活かしてい

くことが必要です。そのために、「人権教育ガイドライン」を活用し、今

一度、これまでの取組が大切にしてきたことを学び、具体的な実践を通

じて、そのことをこれからの取組にどのように位置づけることができる

のかを考えてみましょう。 

 

 

 

同和教育の理念や成果 

○子どもを取り巻く実態から教育課題をとらえてきたこと 

○子どもの教育を受ける権利等を保障してきたこと 

○一人ひとりが認められる仲間づくりを進めてきたこと 

○学校・家庭・地域が一体となった推進体制を確立してきたこと 

○教職員としての資質と実践力の向上を図ってきたこと 
          

人権教育ガイドライン（平成 30年 3月発行）より 
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２ 人権教育を推進するうえで大切にしたいこと 

 「三重県人権教育基本方針」には、「すべての教育関係者は人権問題に

対する正しい認識を深め、差別を解消するための自らの責務を自覚し、

子どもが学習の主体であるという認識に立ち、積極的に人権教育に取り

組みます」とあります。 

それでは、教育関係者が差別を解消するための自らの責務を果たすた

めには、どのように日頃の教育活動に取り組めばよいのでしょうか。 

「人権教育ガイドライン」には、人権教育を推進するうえで大切な視

点や考え方が、Ｑ＆Ａ形式で分かりやすく掲載されています。ここには、

人権教育に関する疑問やポイントとなるキーワード等についての解説に

加え、さらに考えを深めるための視点や研修テーマが提案されています。 

積極的に人権教育に取り組むため、「人権教育ガイドライン」のＱ＆Ａ

の内容に沿って、差別を解消するための責務について考えてみたいと思

います。 
 

（１）「差別の現実から深く学ぶ」ことを教育の原則として 

 Ｑ４（Ｐ36）に、差別の現実から深く学ぶことの意味が示されていま

す。1965年の同和対策審議会の答申では、差別とは、「誹謗中傷や排除と

いった行為として現れる権利侵害だけでなく、差別意識等によって不利

益を被っている生活も、実態的な差別である」と指摘しました。 

 昨今、「差別の現実が見えにくくなった」との意見もありますが、同和

教育の理念や成果に立ち返れば、子どもを取り巻く実態から教育課題を

とらえるため、見えにくいからこそ、意識的にみようとし、差別の現実

に気付くことのできる、教職員としての確かな力量や総合的な人間力を

高める必要があります。 

 また、Ｑ７（Ｐ45）には、自分と人権問題との係わりを見つめること

がなぜ大切なのかが述べられています。「三重県人権教育基本方針」にお

いて、「人権問題の解決は、一人ひとりが自己にかかわる課題として自覚

していくことを通して達成されるものである」と示されていることと重

なるものです。つまり、人権問題の解決は、問題を存在させている社会

の構成員である自分自身の課題なのです。 
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（２）教育関係者にとっての「自他の人権を守るための実践行動」 

Ｑ８（Ｐ47）では、人権教育を通して育みたい、自他の人権を守るた

めの実践行動ができる力について記述されています。そこでは、「生活の

中で差別的言動に出会ったときの対応」と「人権尊重の社会をつくるた

めに社会に働きかける行動」の二つが紹介されています。 

私たち教育関係者に求められる、自他の人権を守るための実践行動と

はどのような行動でしょう。例えば、人権学習のなかで、子どもたちに、

「社会から差別をなくすために、自分にできることはどんなことです

か？」と問うたとき、子どもたちから、「先生は何をしているのですか？」

と問い返されたら、どのような答えを返しますか。 

教育に携わる者として、子どもや保護者の生活実態から教育課題やそ

の背景にある人権問題を見いだし、その解決に向けた教育に取り組むこ

とこそ、私たちが果たすべき責務であり、求められる実践行動なのでは

ないでしょうか。 

 

 

（３）差別の解消に向けた具体的な教育実践を 

 このほかのＱ＆Ａにも、人権教育を具体的にどのように進めていけばよ

いかが分かりやすく示されています。 

 Ｑ２（Ｐ31）の教育的に不利な環境のもとにある子どもへの支援の合

理性やその子どもの側から集団を見ることの大切さ、Ｑ５（Ｐ40）の多

様性が尊重される関係づくりや集団づくりの視点は、Ｑ10（Ｐ51）の教

育活動全体を通じて行う人権教育の視点を具体的に示すものと言えます。 

Ｑ３（Ｐ33）では、差別の現実を見ようとし、教育課題に対する取組

方向を見いだすため、子どもたちの生活背景を把握することの大切さが

述べられています。 

 また、Ｑ６（Ｐ42）の仲間づくりや、Ｑ９（Ｐ49）の学力・進路保障

では、具体的な取組の視点や方向性が解説されています。 

 そして、これらの取組の総和として、Ｑ１（Ｐ29）の自己実現を可能

にする豊かな教育実践の創造につながっていくのです。 
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参考資料１ 人権教育を推進するうえで大切にしたいこと Ｑ一覧 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ１ 自己実現を可能にする取組を進めるには、どうしたらよいのでしょうか？ 

 

 Ｑ２ 教育的に不利な環境のもとにある子どもに特別な配慮をすることは、 

必要なのでしょうか？ 

 

 Ｑ３ 生活背景を知らなくても取組は進められると思うのですが、それでは 

不十分なのでしょうか？ 

 

Ｑ４ 「差別の現実から深く学ぶ」とは、どういうことでしょうか？ 

 

Ｑ５ 「文化・価値観・個性等のちがいが豊かさにつながる」とは、 

どういうことでしょうか？ 

 

Ｑ６ 仲間づくりとは、どのような取組なのでしょうか？ 

 

Ｑ７ 「自分と人権問題との係わりを見つめることが大切だ」と言われますが、 

どういうことでしょうか？ 

 

Ｑ８ 「人権を守るための実践行動」とは、どのようなものをイメージしたら 

よいのでしょうか？ 

 

Ｑ９ 「学力・進路を保障する」とは、どうすることでしょうか？ 

 

Ｑ10 「人権教育は教育活動全体を通じて行うもの」と言われますが、 

どういうことでしょうか？ 

 

※これらのＱに対する Answer は、人権教育ガイドライン（P.28～P.52）を参照。 
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５ 終わりに 

冒頭に示した「同和教育の理念や成果」は、教育の本質であり、自分

自身の取組を検証するための指標とすべきものでもあります。 

「子どもを取り巻く実態から教育課題をとらえられているか」 

「子どもの教育を受ける権利等を保障できているのか」 

「一人ひとりが認められる仲間づくりができているか」 

「家庭や地域とともに子どもたちの教育を進めているか」 

「教職員としての資質や実践力を高める研修に参加しているか」 

「互いを磨き合う研修を行っているか」 

自らの実践をふり返り、問い続けることが、教職員としての自分自身

のＰＤＣＡサイクルを回すということです。 

 

本事例集は、三重県人権教育基本方針が示す個別的な人権問題を解決

し、自己実現を可能にする力を一人ひとりに育む人権教育がそれぞれの

学校で推進されるよう、県内で取り組まれた様々な実践をまとめたもの

です。 

経験年数の浅い教職員をはじめすべての教職員の方々に本事例集を

活用していただき、ご自身の取組や研修等に役立てていただければ幸い

です。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人 三重県人権教育研究協議会 
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ステップ５ 次の取組に踏み出すヒントを見つけよう。 

書き上げたレポートを次の視点で再点検してみよう 

① 子どもが自分らしく生きていくことを阻む課題が見えているか。 

② 子どもや保護者の生活状況が見えているか。 

③ まわりにいる子どもたちやおとなの思いをつかめているか。 

④ 子どもの実態から教育の課題を見つけることができているか。 

 

 

ステップ４ 取組後の子どもの変化を書き出してみよう。 

気になる子がどんな状況にいるのか 

〇気になる子とまわりの子たちとのつながりを、子どもどうしのやりとりを中心に書 

 こう。 

 

ステップ３ 取組でのつまずきや躍動、葛藤や感動を、書き出そう。 

自分のやってきたこと、やっていること 

〇取り組んできたことを書いてみよう。 

〇得たことや悩んだこと、心配したことなどを整理しながら書こう。 

 

ステップ２ 概念や観念でなく、具体的に書き出してみよう。 

具体的な子どもとのやりとり 

〇教職員の推測や思いや願いだけを並べるのではなく、具体的な子どもの姿、言葉、作文

（保護者の姿、言葉）などを中心にして書こう。 

気になる子とまわりの子たちとのつながり 

〇子どもどうしの話の内容ややりとりを中心に、具体的に書こう。 

 

ステップ１ 気になる子どものことを書き出してみよう。 

気になる子がどんな状況にいるのか 

〇「なぜ、その子が気になるのか」を考えよう。 

〇校や家庭・地域の中で、その子はどんな状況にいるのかを書こう。 

 

参考資料２ 
 

教職員のスキルを高める５つのステップ 
以下の５つのステップをもとにレポートを書いてみましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


